
アンテナ（携帯基地局等） 

景観事前協議の省略について 
 

台東区は、高さ４ｍ以上のアンテナを設置する際は、景観事前協議・行為の届出が必要です。た

だし、下記４つの条件全てに該当する場合は、景観事前協議を省略できます。 

景観事前協議を省略した場合は、景観法の行為の届出のみ対象となります。その場合、表１に

掲げる書類を行為着手の３０日前までに都市計画課景観担当までご提出ください。 

 

景観事前協議を省略する４つの条件 

１．行為の届出時に設置するアンテナの内容を図面等により確認できる 

２．色はグレー系など（Ｎ６～８程度/派手に目立つ色の塗装でない/アンテナ素材そのままの色） 

３．一般的な規模のもの（高さ４～１０ｍの間を目安） 

４．目立つ場所に設置していない（例えば、前面道路から見えにくい・隣接する歴史的文化的資源

から目立たない等の確認） 

 

条件に該当するかは事業者自身で確認してください。 

 

（表１）事前協議を省略する場合の提出書類（提出部数：２部（正・副）） 

書類 記載すべき内容、注意点 

景観計画区域内における行為の届出

書 

所定の書式あり 区のＨＰからダウンロードできます 

案内図 アンテナを建てる場所がわかる地図等 

配置図 敷地に対し、周辺道路とアンテナを建てる場所がわかる図 

平面図 アンテナを建てるフロアのみで可 

立面図 東西南北４面 アンテナを建てる場所をわかるように示す 

現況写真 アンテナを建てる場所の周辺写真 

設置イメージ アンテナを建てた場合のイメージ図や設置事例参考写真な

ど 

＊副本は内容を確認し、決裁が終わり次第お客様へ返却します。 

 

※ご提出いただいた内容が４つの条件を満たしていない場合、事前協議から手続きをお願いする

こととなりますので、不明点等ございましたら、事前に都市計画課景観担当までお問い合わせく

ださい。 

[お問い合わせ先] 
台東区 都市づくり部 都市計画課 

TEL  ０３－５２４６－１３７７ 
FAX  ０３－５２４６－１３５９ 


